
板橋区製造業設備投資助成金交付要綱 

 

（令和６年３月２６日区長決定） 

（令和６年１０月９日一部改正） 

（令和８年３月９日一部改正） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内中小企業が労働生産性、経営力、及び競争力の向上を図るために行う設備投資に係る経費の一部を区が助成す

る制度の実施により、区内中小企業の持続的発展に寄与することを目的とする。 

 

（助成対象者） 

第２条 製造業設備投資助成金（以下「助成金」という。）の交付を受けることができる者は、申請日時点で次の各号を全て満たす者とす

る。 

(1) 中小企業者（中小企業法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業をいう。）であること。 

(2) 日本標準産業分類上の大分類における製造業事業者であること。 

(3) 法人の場合、本店登記及び活動実態（本社機能）が板橋区内にあること。個人の場合、確定申告上の主たる売上のある事業所及び

納税地が板橋区内であること。また、１年以上継続して事業を営んでいること。 

(4) １つの大企業（中小企業者以外の企業をいう。以下同じ。）が発行済み株式総数又は出資総額の２分の１以上を単独に所有又は出

資していない企業であること。 

(5) 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。 

(6) 大企業が実質的に経営に参画していない企業であること。 

(7) 法人の場合は、法人住民税及び法人事業税、個人の場合は個人事業税及び個人住民税を滞納していないこと。 

(8) 区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。 

(9) 必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること。 

(10) 東京都板橋区暴力団排除条例（平成２４年板橋区条例第２８号）に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者と関係がないこと。 

(11) 遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される事業を行っていない

こと。 

(12) 過去２年度以内に、「生産性向上に資する設備導入助成事業助成金交付要綱（令和６年３月２６日区長決定）」及びこの要綱に基づ

く助成金の交付を受けていないこと。 

 

（助成対象期間） 

第３条 助成対象期間は、当該年度の４月１日から３月３１日の間で産業経済部長が別に定める。 

 

（助成対象事業） 

第４条 助成金の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は次の各号の条件を全て満たす事業とする。 

(1) 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）に基づく先端設備導入計画の認定を受けた設備を取得する事業であること。な

お、当該認定を受けた時点で、助成対象事業による労働生産性の向上及び投資利益率の見込みは一定の水準にあるものと判断する。

また、助成対象事業が法令及び条例等に違反しないことなども確認しているものとみなす。 

(2) 人員削減を目的とした事業ではないこと。 

(3) 同一の事業について、国、都、板橋区、商工会議所その他これに類する団体から補助を受けたあるいは受ける予定の項目が経費に

含まれていないこと。 

(4) 実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業ではないこと（コインパーキング、コインランドリー等の運営に当

たり、単に機械装置の購入のみを行う事業等でないこと。）。 

(5) 助成対象経費の総額が１００万円以上の事業であること。 

(6) 助成対象事業により取得する設備の設置場所は板橋区内に限る。 

 

（助成対象経費） 

第５条 助成金の交付対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次の各号の条件を全て満たすものとする。 

(1) 別表に掲げる経費に該当すること。 

(2) 助成対象期間内に契約、納品・施工、支払を実施し、それが報告書類上で確認できること。 

(3) 単価、仕様、数量等が報告書類上で確認できること。 

(4) 新規購入であること（中古・リースではないこと）。 

 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、次の各号に掲げる企業に対し、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 先端設備導入計画の認定時に「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」

の提出があった企業又は過去３年度以内に板橋製品技術大賞事業において受賞者となった企業 助成対象経費の３分の２の額又は

助成限度額６６６万円のいずれか低い額 

(2) 前号に掲げる企業以外の企業 助成対象経費の２分の１の額又は助成限度額５００万円のいずれか低い額 

２ 前項の規定により算出した助成金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 

 

（助成金の交付申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする中小企業者（以下「申請者」という。）は、助成金交付申請書（以下「交付申請書」という。）及

びその他必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。 

 

（助成金の交付決定） 

第８条 区長は、申請内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、予算の範囲内で助成金交付の可否及び額（以下「交付決定額」と



いう。）を決定する。 

２ 区長は、前項に規定する助成金交付の可否について、助成金交付可否決定通知書により当該申請者に通知する。この場合において、

区長は、必要な条件を付することができる。 

３ 助成金の額は、第６条の規定により算出する額とする。ただし、予算を超えた場合は、申請の先着順に予算額を上限として、区長が

決定する。 

 

（助成対象事業の変更等） 

第９条 前条の規定により助成金の交付対象となった事業者（以下「交付決定者」という。）は、次の各号のいずれかを変更し、又は助成

対象事業を中止しようとするときは、区長が定める期日までに変更・中止承認申請書を提出し、区長の承認を受けなければならない。 

(1) 助成対象事業の内容を変更しようとするとき。 

(2) 助成対象事業の経費を変更しようとするとき。 

(3) 助成対象事業を中止しようとするとき。 

(4) その他、助成対象事業の実施にあたり、区長が申請書の提出を要すると認めるとき。 

２ 区長は、前項に規定する助成対象事業の変更等について、変更・中止承認（不承認）通知書により当該申請者に通知する。この場合

において、区長は、必要な条件を付することができる。 

 

（状況報告、指導、助言） 

第１０条 区長は、交付決定者に対して、助成対象事業の運営及び経理等の状況その他の必要な事項について報告を求めることができる

ほか、必要に応じて現場確認を行い、指導及び助言を行うことができる。 

２ 区長は、前項の場合において、交付決定者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第１１条 交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書に必要書類を添付の上、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の場合において、交付決定者に対し、実績報告書の内容の審査に必要な報告若しくは書類の提出を求め、又は必要に応

じて対象事業所の現場確認を行うことができる。 

 

（助成金の額の確定） 

第１２条 区長は、実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告に係る助成対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するものと認めたときは、当該実績報告書及び交付決定額から、助成金の額を確定し、交付決定者に対し、助成金を交付

するものとする。この場合において、区長は交付額確定通知書により交付決定者に当該助成金の額を通知する。 

２ 前項の規定により交付する助成金の額は、実績報告書に記載された経費に基づき第６条の規定により算出される額又は交付決定額の

いずれか低い額とする。 

 

（助成金の支払等） 

第１３条 区長は、前条第 1 項の規定により交付すべき助成金の額を確定した後、交付決定者からの請求に基づき、助成金を支払うもの

とする。 

２ 交付決定者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときには、助成金交付請求書を区長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消） 

第１４条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 不正又は不当な手段により交付決定を受けたとき。 

(2) この要綱の規定に違反したとき。 

(3) 助成金の交付条件に違反したとき。 

(4) 助成対象事業を実施しないとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が助成対象事業の実施を不適当と認めたとき。 

 

（助成金の返還） 

第１５条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消に係る部分に関し、既に助成金が支払われ

ているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命ずるものとする。 
 

（報告の義務） 

第１６条 第１３条の助成金の交付を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、助成対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度

から先端設備導入計画の終期の属する会計年度まで、助成対象事業により取得した設備の運用状況、労働生産性の推移等について、操

業状況報告書その他区長が必要と認める書類を指定する期日までに区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項に定めるもののほか必要と認める場合は、助成対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間報告を求めるこ

とができるほか、実地検査を行うことができる。 

 

（助成金の経理等） 

第１７条 助成事業者は、助成対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を助成対

象事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存するものとする。 

 

（操業の継続） 

第１８条 助成事業者は、助成対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間は、区内にて継続して操業するよう努めなければ

ならない。 

 

（取得財産等の管理及び処分） 

第１９条 助成事業者は、助成対象事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）について台帳を設け、そ



の管理状況を明らかにしなければならない。 

２ 助成事業者は、取得財産等については、助成対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付目的

に従って、その効率的運営を図らなければならない。 

３ 助成事業者は、取得財産等を助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保にしようとすると

きは、取得財産等処分承認申請書をあらかじめ区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等が「減価償却

資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年３月３１日号付号外大蔵省令第１５号）に規定する年数を経過している場合は、この限り

でない。 

４ 区長は、前項の規定により承認を受けた助成事業者が当該取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合

は、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。 

 

（違約加算金及び延滞金の納付） 

第２０条 第１４条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第１５条の規定により助成金の返還を命じたときに

は、区長は、助成事業者が助成金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、助成金の額（一部を返還した場合のその後の期間におい

て既返還額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を助成事業者に

納付させなければならない。 

２ 助成金の返還を命じた場合において、助成事業者が定められた納期日までに助成金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付

の日までの日数に応じ、その未納額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付さ

せなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合とする。 

 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第２１条 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成事業者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達

するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第２２条 第２０条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の納付額の一部を納付したときは、当

該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、既納の納付金額を控除した額による。 

 

（その他） 

第２３条 助成金の交付に関し、この要綱に定めのない事項は、東京都板橋区補助金等交付規則（昭和４２年板橋区規則第３号）に定め

るもののほか、産業経済部長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

付 則 

この一部改正は、令和６年１０月９日から施行する。 

 

付 則 

この一部改正は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別表（第５条関係） 

助成対象経費項目 

１ 機械及び装置の購入に係る経費 

２ 工具の購入に係る経費 

３ 建物附属設備の購入に係る経費 

４ 器具及び備品の購入に係る経費 

５ １から４までの輸送に伴う経費（運搬等） 

６ １から４までの設置に伴う経費（分解・組立・校正・整備・操作講習等） 

７ １から４までの導入に伴う既存設備の廃棄に係る経費 

８ １から４までの導入に伴い必要となるソフトウェアの購入に係る経費 

９ その他区長が適当と認める経費 

 

備考 

この表に該当する経費であっても、次に掲げる経費は、助成対象外とする。 

１ 公租公課（消費税及び地方消費税等） 

２ 振込等手数料（代引き手数料を含む）、収入印紙 

３ 各種保険料 

４ 連携体内の取引によるもの（機械装置・備品等の売買代金や賃借料等） 

５ 事業にかかる自社の人件費（ソフトウェア開発等） 

６ 工事建物、構造物、簡易建物（ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等）の取得経費、及びこれらを作り上げるための組み立

て用部材の取得経費 

７ 設置場所の設備工事や基礎工事に要する経費 

８ その他区長が適当でないと認める経費 


